
令和８年２月１２日　 

 

入札及び見積り合わせ参加事業者各位 

 

富山市長　　藤　井　裕　久   

（　公　印　省　略　）   

 

令和８年度（上半期分）物品供給単価契約の入札(見積り合わせ)の 

実施について（通知） 

 

このことについて、別添指定の入札書及び見積書を使用し、次のとおり提出してください。 

 

記 

 

１　提出期間　　令和８年２月１９日（木）午前９時から２月２６日（木）午後５時まで 

　 

２　提出場所　　富山市役所西館４階契約課（持参又は郵送） 

　　　　　　　　　※　入札書を郵送で提出する場合 

ア　簡易書留又は一般書留にて送付し、上記提出期間内に到着すること 

（必着）。入札書の到着の有無については、お答えできません。 

イ　入札書を内封筒に封入し、外封筒に「入札書在中」と記載すること 

　 

３　契約期間 　 令和８年４月１日から令和８年９月３０日まで 

ただし、「文書保存用ダンボール箱」、「市章入り賞状用紙和紙、既製紙」及

び「中封筒」の契約期間は令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

とする。 

 

４　注意事項 

(1) 共通事項 

ア 落札に当たっては、入札書及び見積書に記載された金額に当該金額の１０％に相当

する額を加算した金額をもって落札金額（円未満端数切捨て）とするので、この入

札及び見積り合わせに当たっては、契約希望金額から消費税等を除いた１１０分の

１００に相当する額（円未満を切り捨てた額）を記載してください（ゴミ袋を除く。）。 

イ 同等品であるか否かに関わらず、入札書、入札内訳書、見積書には必ず見積る製品

のメーカー、品番を記載してください。 

ウ 提出する入札（見積）書（内訳書含む。）に不備がある場合、無効とすることがあ

ります。 

エ 各物品の記載欄は、二段書きになっていますが、上段には入札（見積）者の所在地

域内（所在地域以外の地域を希望することはできません。）における配達料込の金額、

下段には富山市全域への配達料込の金額を記入してください。富山市全域にわたっ

ての納品を希望されない場合は、下段の記入は不要です。 

オ グリーン購入法の対象となっている単価契約物品については、グリーン購入法適合

商品の選定を基本とします。（※エコマーク等の認定商品が必ずしもグリーン購入法

に適合しているとは限りませんので注意してください。） 

グリーン購入法の対象外となる単価契約物品については、極力環境負荷軽減に配慮



された製品で見積ってください。 

　 入札（見積）した製品がグリーン購入法適合商品である場合は、「グリーン購入法適

合」欄に『 ◎ 』を記入してください。(なお、後日グリーン購入法に適合するという

証明「品質証明書（任意様式）」を提出していただく場合があります。) 

 

(2) 入札について 

ア 入札書には、所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び担当者氏名等を記入してく

ださい。 

イ 入札書の入札物品欄にメーカー、品番等を記入してください。 

　なお、同等品で見積る場合は事前に品質や規格等が確認できるカタログ等を提出し、

契約課の了承を得ることが必要です。 

ウ ゴミ袋、トイレットペーパーについては、事前に現物見本を提出し、契約課の了承

を得ることが必要です。 

エ 複数単価契約の物品については、内訳書を添付してください。 

オ 入札書及び内訳書は、案件ごとに封筒に入れ、封をした状態で提出してください。 

カ 入札回数は１回とし、予定価格を上回る価格を提示した入札は無効とします。 

キ 予定価格を下回る最低価格の入札者が２者以上の場合は、くじにて落札者を決定し

ます。 

 

(3) 見積り合わせについて 

ア 見積書には、所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び担当者氏名等を記入してくだ

さい。また、見積り物品が複数頁にわたる場合は、それぞれの頁に記名してください。 

イ 見積書の規格欄にメーカー、品番等を記入してください。 同等品で見積る場合は下

欄に記入してください。 

　 なお、同等品で見積る場合は事前に品質や規格等が確認できるカタログ等を提出し、

契約課の了承を得ることが必要です。 

ウ 最低価格が同額で２者以上の場合は、くじにて落札者を決定します。 

 

(4) 落札業者の決定について 

ア 富山市全域に納入する金額を比較し、最低価格（Ａとする）を決定します。 

イ 入札（見積）者の所在地域にのみ納入する金額を比較し、その最低金額（Ｂとする） 

がＡを下回っていた場合は、Ｂを提示した業者を当該地域の落札者とします。 

ウ ＢがＡを上回っていた地域又は応札がなかった地域は、Ａを提示した業者を当該地域 

の落札者とします。 

エ ＡとＢが同額となった地域で、Ａを提示した業者が当該地域に所在する業者であった 

場合はＡの金額を提示した業者を当該地域の落札者とし、Ａを提示した業者が他地域に

所在する業者であった場合は、地域業者を優先しＢの金額を提示した業者を当該地域の

落札者とします。 

 

 

 

（担　当） 財務部契約課物品契約係 

（ＴＥＬ） 076-443-2024 

（ＦＡＸ） 076-431-7665 

（ＭＡＩＬ） keiyaku-01@city.toyama.lg.jp

mailto:keiyaku-01@city.toyama.lg.jp

